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貸付金繰上償還申出書 2.一部繰上償還（回数指定型） 

 

 

 

 

 

 

 

   

令和〇年７月に一部償還し償還回数を減らしたい場合

当初借入額　　 3,000,000円

償還回数 120回

償還月額 15,969円

償還方法 住宅5倍短

償還 償還後残高 利息のうち

回数 元　金 利　息 合　計 （円） 一部負担金

67 2 4 14,503 1,466 15,969 1,382,341 0

68 2 5 14,518 1,451 15,969 1,367,823 0

69 2 6 14,533 1,436 15,969 1,289,414 0

63,876 0 63,876 賞与 0

70 2 7 14,616 1,353 15,969 1,274,798 0

71 2 8 14,631 1,338 15,969 1,260,167 0

72 2 9 14,646 1,323 15,969 1,245,521 0

73 2 10 14,662 1,307 15,969 1,230,859 0

74 2 11 14,677 1,292 15,969 1,216,182 0

75 2 12 14,693 1,276 15,969 1,137,613 0

63,876 0 63,876 賞与 0

76 3 1 14,775 1,194 15,969 1,122,838 0

77 3 2 14,791 1,178 15,969 1,108,047 0

78 3 3 14,806 1,163 15,969 1,093,241 0

償　還　額　（円）
備　考

償還

年月

151,960 円

未償還残高となります。 

「申出書②に記入」 

申出時の未償還残回数は 

120回 －70回 ＝50回となります。 

「申出書①に記入」 

 

※ボーナス併用償還者の場合は、６の倍数回に限られます。 

（例）上記の場合では、償還回数７０回から６の倍数回（６×１倍）を 

足して償還回数が７６回までを一部繰上償還することになります。 

※毎月償還型の者は任意の回数で設定できます。 

短縮する回数は必ず６

の倍数回になります。 

「申出書③に記入」 

 

☑を入れてくださ

い。 

個別償還明細表等で貸付番号を 

確認し、記入してください。 

※回数型は、償還回数を短縮するので毎月の償還金額は変わりません。 

なお、修学貸付の据置中の方は、回数型による一部繰上償還はできません。 

貸付金個別償還明細表 (抜粋） 

一部繰上償還額となりま

す。 

「申出書④に記入」 

※自己資金からの償還の場

合は、ご自身にて金融機関で

振込を行うことになります。 

なお、指定の振込書はありま

せん。 

① 

③

Ｃ 

④ 

② 

申込月となります。 

確認し、記入してく

ださい。 


